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佐渡中央文化会館 用地・施設の概要 

所在地 佐渡市中原 234番地 1 

土地・延床面積 敷地面積   36,787㎡ 

建築延床面積 5,746.7㎡ 

既存建物の概要 構造   ：鉄筋コンクリート及び鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 

階数   ：地上２階 地下１階 

建築面積 ：4,234.7㎡ 

延床面積 ：5,746.7㎡ 

竣工年度 ：平成 6年 11月 

付帯設備 ：舞台設備（舞台機構・照明・音響・映写・ピアノ） 

電気設備（高圧受電 1000KVA） 

      衛生設備（給水・給湯・屋内消火栓設備・排水） 

      空調設備（空調機器・換気設備・排煙設備） 

大規模修繕履歴：令和 2 年～令和 3 年度にかけて各種機械設備・電

気・建築工事による大規模改修を実施済 

耐震性能  ：Ⅱ類 

土地建物の権利状況 市有 

都市計画等による制限 ・非線引き都市計画区域：用途地域指定なし、非線引き 

・高度地区：無指定 

・日影規制：無指定 

・佐渡市景観条例：農村と平野区域 

現

況 

管理運営状況：佐渡中央文化会館条例により定める運営 

■開館時間：9:00～22:00 

■休館日：月曜日、国民の祝日の翌日、12/29～1/3 
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・施設を利用する時間がこの表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割り計算はしません。 

・利用時間を超過して利用する場合の超過時間の使用料は、1時間を単位として、使用料の時間割り計

算による額の 20％増しに相当する金額です。この場合において、1時間に満たない場合は、1時間とし

ます。 

・冷暖房施設を使用する場合の使用料は、上記金額(準備又は本番の区別があるときは本番)の 30％増

しの金額とします。 

・大ホール及び小ホールを本番前の準備に利用する場合は、上記使用料の 50％に、リハーサルに利用

する場合は、上記使用料の 70％とします。 

・入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、上記金額に次の表の割合を乗じた金額を加算しま

す。ただし、次号に該当する場合は、除きます。 

 

・商業宣伝、営業又はこれに類することを目的とした場合の使用料は上記金額の 100％増しとします。 

・ホワイエのみを利用する場合の使用料は、小ホールの料金とし、申込みは利用開始の 1箇月前からと

します。 

・中駐車場及びプラザとは各々第 1東、第 1西、第 2東、第 2西、第 3東、第 3西駐車場及びプラザを

いいます。 

・舞台、駐車場及びプラザのみを利用する場合の受付は、1箇月前からとします。 
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※そのほか、対象用地・施設の概要等は、別添のインフォメーションパッケージによる。 

 


